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令和８年１月29日 

 

小松市長 宮橋 勝栄 様 

 

小松市上下水道事業経営懇話会 

座 長 木村 繁男 

         

 

 

小松市上下水道事業経営懇話会意見書 

 

 

 

この度、小松市上下水道事業経営懇話会設置要綱第２条の事項について意見

を求められましたので、上下水道事業の効率的かつ安定的な運営に向け、次のと

おり意見を申し上げます。 
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１ はじめに 

  上下水道事業は、市民の快適な生活環境を支えるとともに、公衆衛生の向上

のために、欠くことのできない重要なインフラです。 

  水道事業は、良質な水道水を安定的に供給する必要があり、下水道事業は、

公共用水域の水質保全を図るとともに、快適な市民生活のために重要な役割

を担っています。 

  しかしながら、近年の人口減少等による使用料収入の減少や施設及び管路

の老朽化に伴う更新事業の増大などにより、上下水道事業を取り巻く経営環

境は厳しさを増しています。 

 

  このような中、貴市では将来にわたり健全な経営を維持していくための中

長期的な経営の基本計画として「小松市水道経営戦略」（以下「水道経営戦略」

という。）及び「小松市下水道経営戦略」（以下「下水道経営戦略」という。）

を令和７年３月に策定されました。 

また、更なる効率的かつ安定的な経営に向け、上下水道事業の運営、今後も

赤字が見込まれている下水道事業及びその使用料水準について広く利用者等

の意見を聴くため「小松市上下水道事業経営懇話会」（以下「懇話会」という。）

を設置されました。 

 

  懇話会では、当該設置目的のもと、上下水道事業の運営、下水道使用料の適

正水準について意見交換をし、検討を進めてきました。懇話会での意見結果に

ついては次のとおりです。 
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２ 水道事業について 

⑴  水道事業の現状と今後の見通し 

   水道事業については、施設のダウンサイジングや維持管理の民間委託な

どの経費削減に取り組まれ、経営状況も黒字決算を継続しております。 

水道経営戦略においても当該計画期間でもある今後10年の見込みについ 

て、経常収支比率や維持管理に必要な費用を水道料金で賄えているかを示 

す料金回収率は100％を超えており、比較的良好な運営ができるものと考え 

ます。 

ただし、収益が減少傾向にあることには留意が必要と考えます。 

 

 

⑵  今後の運営について 

   今後、貴市が新たな経営方針として示されている料金の適正水準を示す

回収率に着目した経営、持続可能な経営に向け、水道経営戦略で示されてい

るとおり以下の取組を進めることが必要と考えます。 

・料金回収率100％以上を維持すること 

・収益減少が見込まれていることから、５年後の見直しでは料金の適正水 

 準の検討を行うこと 

また、投資計画において老朽化や耐震化対策など費用の増加が見込まれる 

ことから、 

・投資経費には、積立金と一定の範囲内での企業債借入れで対応すること 

・非常時の対応のため内部留保資金を一定額確保すること 
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３ 下水道事業について 

⑴  下水道事業の現状と今後の見通し 

   下水道事業については、これまで水道事業と同様に包括的民間委託の導 

入や汚泥減容化、企業債残高の減少に取り組み、経費削減や運営の適正化を

進めてきました。 

しかし、下水道経営戦略に基づく今後の見通しは厳しい状況となっていま

す。具体的には以下の事項が見込まれています。 

・人口減少や節水機器の普及が進み、下水道使用料（以下「使用料」とい 

う。）の収入は微減傾向 

・その一方で、近年の物価高騰や供用開始から40年以上が経過した管渠 

などの施設の老朽化更新、浸水対策の推進などにより事業費が増加 

・経営は赤字が継続し、経常収支比率が低下するとともに、維持管理に必 

要な費用を使用料で賄えているかを示す経費回収率は100％を下回る 

状況で推移 

そのため、一般会計からの繰入金や借入金に頼る事業運営となっており、 

経営改善が必要と考えます。 

 

⑵  今後の運営について 

経営改善に向けて下水道事業を検証したところ、以下の状況を考慮すると

経営改善には使用料を見直し、財源の確保を進めることが必要であると考え

ます。 

・使用料収入の妥当性を示す経費回収率が100％を下回る状況にあり、適 

正な使用料水準となっていないこと 

・経費削減や運営の適正化の取組だけでは物価高騰などの外部要因もあ 

り改善は困難であること 

・国が社会資本整備総合交付金の要件として、経費回収率の向上を求めて 

いること 

 

⑶  使用料の適正水準・見直しについて 

使用料の適正水準については、老朽化する施設等の更新に必要な費用を確

保できる水準や、早期の経営安定を図り直ちに赤字を解消する水準につい

ても意見を交わしました。 

しかし、適正水準が将来の事業運営を見据え、利用者の負担感に配慮した

水準となるよう慎重に検討を重ねた結果、まずは経費回収率100％を達成す

る水準（平均改定率 約14％）が妥当であるとの結論に至りました。 
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また、前回使用料見直しの際に開催された小松市公共料金等懇話会（平成

10年度）の中で要望があった「30㎥以下と31㎥以上の使用料単価の格差と累

進度の是正」については、すべての使用料単価に一律で平均改定率を適用し

ても是正にはつながらないことや、その一方で「30㎥以下のみの使用料を増

額するか否か」という点が課題であると考えられました。 

 

このような課題を踏まえ、以下の理由に基づき基本料金を1,345円、使用

水量が10㎥を超え30㎥までの単価を135円/㎥とし、その他必要な単価調整

の検討を行いました。   

 

具体的には、30㎥以下と31㎥以上の単価格差を現行の60円から55円に縮

小し、累進度を1.74から1.59へ0.15ポイント緩和する設定が適当であるとの

結論に至りました。            （別紙 表１・表２ 採用案） 

・是正を図るためには一般家庭が多い30㎥以下の使用料単価が大きくな

ることから、負担を強いることにもなり、標準世帯（２～３人世帯）の

１カ月当たり使用料が、節目である3,000円を下回る金額が妥当 

・是正には少なくとも5円程度の改善の必要性 

 

なお、この際、より格差を縮小し、かつ、これまでも負担が大きい大口利

用者の価格の上昇に配慮した、基本料金1,355円、使用水量が10㎥を超え30

㎥までの単価を136円/㎥として、その他必要な単価調整をし、格差50円とい

う更に累進度を抑えた案に賛同する意見も相当数あったことを申し添えて

おきます。               （別紙 表１・表２ 次点案） 

 

※累進度 使用料単価の最も高い単価を最も低い単価で除したもの 

 

これらを踏まえ、懇話会における使用料見直しの結論は次のとおりです。 
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現行及び改定案                      税抜（円） 

汚水の種別 排除汚水量 現 行 改定後 

一般汚水 10立方メートルまで（基本料金） 1,150 1,345 

10立方メートルを超え30立方メートルま

で1立方メートルにつき 

115 135 

30立方メートルを超え50立方メートルま

で1立方メートルにつき 

175 190 

50立方メートルを超え100立方メートルま

で1立方メートルにつき 

180 195 

100立方メートルを超え200立方メートル

まで1立方メートルにつき 

185 199 

200立方メートルを超え500立方メートル

まで1立方メートルにつき 

190 204 

500立方メートルを超え1,000立方メート

ルまで1立方メートルにつき 

195 209 

1,000立方メートルを超えるもの1立方メ

ートルにつき 

200 214 

 

 

⑷ 公衆浴場汚水、井戸水汚水の使用料について 

井戸水汚水については、処理工程は一般汚水と同様であるのに一般汚水と

使用料体系が異なっており、一般汚水の使用料に近づけていくことが適当と

考えます。 

しかし、利用者への急激な負担増は避けるべきであり、今回は以下の方法

により見直すとの結論に至りました。 

・井戸水汚水は一般汚水の使用水量が10㎥を超え30㎥までの使用料単価 

と同様の改定率ではなく、増加額で見直す。 

・公衆浴場汚水は、井戸水汚水との価格比で見直す。 

 

現行及び改定案                      税抜（円） 

汚水の種別 排除汚水量 現 行 改定後 

公衆浴場汚水 1立方メートルにつき 55 65 

井戸水汚水 1立方メートルにつき 105 125 

井戸水公衆浴場汚水 1立方メートルにつき 55 65 
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⑸ 改定時期について    

   下水道事業の経営改善には早期の使用料の見直しが必要であると考えま

す。 

下水道使用料の改定には、小松市公共下水道条例の改正が必要であること

や下水道使用者に対する周知期間を設ける必要があるため、令和８年９月検

針分の使用料から、新使用料の適用を行うことが妥当と考えます。 

 

 

 

４ 付帯意見 

⑴  上下水道事業の取組や経営状況については、適宜、分かりやすい情報提

供を行い、事業に対する理解を深めるとともに、経営の透明性を高めるこ

とで、利用者の信頼を得られる運営を目指していただきたい。 

また、下水道使用料の見直しに関しては、広報紙やホームページ等を活

用し、必要性について周知を図り、理解を得られるよう努めていただきた

い。 

 

 ⑵ 下水道は重要なインフラであり、今後使用料の見直しの際には、経費回収

率100％達成だけでなく、老朽化更新に対応できるよう十分検討していただ

きたい。 

また、各使用水量階層区分における使用料単価の格差については縮小す 

る意見としたものの、未だ大口利用者の使用料単価は県内でも比較的高い 

と思われます。県内他自治体の料金区分などを参考にしつつ、より合理的な 

料金体系のあり方についても検討していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




